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改正後 改正前 

長崎県公共建築工事積算基準等資料 長崎県公共建築工事積算基準等資料 

目 次 

 第１編 総則      

第２編 工事費     

第３編 共通費     

第１章 ～ 第５章 （略）   

第４編 単価、価格等  

第１章 ～ 第５章 （略） 

 附表 補正市場単価算出方法    ※参照 

（※）「第４編単価、価格等の第２章から第５章」並びに「附表」は、公共建築工事 

積算基準等資料（平成３１年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課)の「第４ 

編 単価、価格等」の「第２章 建築工事」から「第５章 昇降機設備工事」並び 

に「附表 補正市場単価算出方法」を適用する。 

          目 次 

 第１編 総則      

第２編 工事費     

第３編 共通費     

第１章 ～ 第５章 （略）   

第４編 単価、価格等  

第１章 ～ 第５章 （略） 

 附表 補正市場単価算出方法    ※参照 

（※）「第４編単価、価格等の第２章から第５章」並びに「附表」は、公共建築工事 

積算基準等資料（平成３０年版）（国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課)の「第４ 

編 単価、価格等」の「第２章 建築工事」から「第５章 昇降機設備工事」並び 

に「附表 補正市場単価算出方法」を適用する。 

第１編 ～ 第２編 （略） 

第３編 共通費  

第１章 

 １～７ （略） 

８ その他工事として取り扱う工事 

（略） 

表１－２ その他工事としての取り扱い（建築工事） 

（略） 

表１－３ その他工事としての取り扱い（機械設備工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 ～ 第２編 （略） 

第３編 共通費  

第１章 

 １～７ （略） 

 ８ その他工事として取り扱う工事 

（略） 

表１－２ その他工事としての取り扱い（建築工事） 

（略） 

表１－３ その他工事としての取り扱い（機械設備工事） 
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９～１０ （略） 

 

９～１０ （略） 

 

第２章 離島調整費 

     （略） 

第２章 離島調整費    

（略） 

第３章 共通仮設費 

 １ 共通仮設費の区分 

   （略） 

２ 共通仮設費の算定方法 

（１）（略） 

イ．共通仮設費率による算定 

（イ） （略） 

（ロ） （略） 

      （ハ）監理事務所を設けない場合の補正 

①   （略） 

②鉄骨工事における共通仮設費率の補正をおこなう工事で、監理事務所を設け 

 ない場合は（ロ）に０．９を乗じる。 

③   （略） 

 

第３章 共通仮設費 

 １ 共通仮設費の区分 

    （略） 

２ 共通仮設費 

（１）（略） 

イ．共通仮設費率による算定 

（イ） （略） 

（ロ） （略） 

         （ハ）監理事務所を設けない場合の補正 

①   （略） 

②鉄骨工事における共通仮設費率の補正をおこなう工事で、監理事務所を設け 

    ない場合は（ハ）①に０．９を乗じる。 

  ③   （略） 
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（ニ）その他工事を含めて発注する場合 

共通費基準 ３（５）の場合は、一般工事とその他工事の直接工事費の 

        合計額に対応する共通仮設費率により一般工事の共通仮設費を算定する。 

また、その他工事の共通仮設費は共通仮設費率を１％として算定する。 

なお、積み上げによる共通仮設費がある場合には、これを一般工事の共通 

仮設費とし、一般工事の純工事費とその他工事の純工事費に区分する。 

（ホ）～（ト）  （略） 

ロ．積み上げによる算定 

（略） 

  （２）建設発生土処分費及び発生材処分費の取り扱い 

   （略） 

  （３）リース料の取り扱い 

   （略） 

（ニ）その他工事を含めて発注する場合 

共通費基準 ３（５）の場合は、一般工事とその他工事の直接工事費の 

        合計額に対応する共通仮設費率により一般工事の共通仮設費を算定する。 

なお、積み上げによる共通仮設費がある場合には、これを一般工事の共通 

仮設費とし、一般工事の純工事費とその他工事の純工事費に区分する。 

（ホ）～（ト）  （略） 

 

ロ．積み上げによる算定 

（略） 

  （２）その他工事を含めて発注する場合 

その他工事の共通仮設費は共通仮設費率を１％として算定する。 

  （３）建設発生土処分費及び発生材処分費の取り扱い 

       （略） 

  （４）リース料の取り扱い 

       （略） 

第４章 現場管理費 

 １  （略） 

 ２ 現場管理費の算定方法 

（１）  （略） 

イ．現場管理費率による算定 

（イ） （略） 

（ロ） （略） 

   （ハ）その他工事を含めて発注する場合 

共通費基準 ４（５）の場合は、 一般工事とその他工事の純工事費の合計 

額に対応する現場管理費率により一般工事の現場管理費を算定する。また、そ

の他工事の現場管理費は現場管理費率を２％として算定する。 

なお、積み上げによる現場管理費がある場合には、これを一般工事の現場管

理費とし、一般工事の工事原価とその他工事の工事原価に区分する。 

（ニ）～（ホ）  （略） 

ロ．積み上げによる算定 

（略） 

（２）建設発生土処分費及び発生材処分費の取り扱い 

     （略） 

（３）リース料の取り扱い 

     （略）   

第４章 現場管理費 

 １  （略） 

 ２ 現場管理費の算定方法 

（１）  （略） 

イ．現場管理費率による算定 

（イ） （略） 

（ロ） （略） 

   （ハ）その他工事を含めて発注する場合 

共通費基準 ４（５）の場合は、 一般工事とその他工事の純工事費の合計 

額に対応する現場管理費率により一般工事の現場管理費を算定する。 

なお、積み上げによる現場管理費がある場合には、これを一般工事の現場管

理費とし、一般工事の工事原価とその他工事の工事原価に区分する。 

（ニ）～（ホ）  （略） 

 

ロ．積み上げによる算定 

（略） 

（２）その他工事を含めて発注する場合 

  その他工事の現場管理費は現場管理費率を２％として算定する。 

（３）建設発生土処分費及び発生材処分費の取り扱い 

     （略） 

 



4/9 

（４）支給材を使用する場合 （４）リース料の取り扱い 

     （略）   

（５）支給材を使用する場合 

第５章 一般管理費等 

  （略） 

第５章 一般管理費等 

  （略） 

第４編 単価、価格等 

第１章 共通事項 

１ ～ ３  （略）   

  ４ 「その他」の率 

     歩掛りの「その他」の率は中間値を標準とし、地域の特殊性を考慮のうえ適切に定

める。なお、率の設定がされていない工種等については、本来事業者が負担すべき法

定福利費相当額や会社経費を適切に反映した率を設定する。 

  ５  （略） 

  ６ 市場単価等の補正 

本来事業者が負担すべき法定福利費相当額を適切に反映するため、市場単価及び補

正市場単価の補正を新営の場合、改修の場合共におこなう。なお、市場単価及び補正

市場単価の補正方法は以下による。 

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合においても以下の

表の補正率及び以下の式により補正を行う。 

市場単価等への法定福利費の反映状況に応じ、補正率を見直す場合がある。 

     

市場単価及び補正市場単価 × 表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の補正率※ 

 

※表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の改修補正率の適用については、９（３）改修工

事の積算に用いる単価の適用による。また、表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の改

修補正率には９（３）ロ基準補正単価における、市場単価及び補正市場単価の補正

分が含まれている。 

第４編 単価及び価格 

第１章 共通事項 

１ ～ ３  （略）   

  ４ 「その他」の率 

   歩掛りの「その他」の率は中間値を標準とし、地域の特殊性を考慮のうえ適切に定

める。なお、交通誘導警備員等の率の設定がされていない工種等については、本来事

業者が負担すべき法定福利費相当額や会社経費を適切に反映した率を設定する。 

５  （略） 

  ６ 市場単価等の補正 

本来事業者が負担すべき法定福利費相当額を適切に反映するため、市場単価の補 

    正を新営の場合、改修の場合共におこなう。なお、市場単価の補正方法は以下による。

また、表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の改修補正率には、第４編第１章９（３）

ロ基準補正単価における、市場単価及び補正市場単価の補正率が含まれているので 

補正率及び以下の式により基準補正単価を算定する。 

     物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合においても以下 

の表の補正率及び以下の式により基準補正単価を算出する。 

     市場単価等への法定福利費の反映状況に応じ、補正率を見直す場合がある。 

    【新営の市場単価等の場合】 

基準単価 × 新営補正率 ＝ 新営の基準補正単価 

【改修の市場単価等の場合】 

基準単価 × 改修補正率 ＝ 改修の基準補正単価 
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表 Ａ－１ 市場単価及び補正市場単価の補正率  

  

表 Ａ－１ 基準補正単価の補正率  
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表 Ｅ－１ 市場単価及び補正市場単価の補正率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 Ｅ－１ 基準補正単価の補正率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 Ｍ－１ 市場単価及び補正市場単価の補正率  

 

 

 

 

 

 

 

表 Ｍ－１ 基準補正単価の補正率  

 

 

 

 

 

 

 

７  （略） 

８ 製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

単価基準 第１編２（４）による場合で、製造業者又は専門工事業者の見積価格等

を参考にして単価及び価格を算定する場合は、必要に応じてヒアリング等を行い市中

における取引状況等（実勢価格帯）を確認する。 

なお、当初の工事費内訳書作成時の見積依頼先は複数とし、見積内容が適切なこと

を確認の上、原則として最安値の見積書を基に実勢価格帯、類似の取引価格、数量の

多寡及び施工条件等を勘案して単価及び価格を決定する。 

 

 

 

７  （略） 

８ 製造業者又は専門工事業者の見積価格等 

単価基準 第１編２（４）による場合で、製造業者又は専門工事業者の見積価格等

を参考にして単価及び価格を算定する場合は、『（長崎県）土木工事標準積算基準書

〔総則・共通編〕 第２章 工事費の積算 ①直接工事費 １材料費 ４）見積もりま

たは特別（臨時）調査による場合（ハ）見積もり徴取・決定方法』を準用し、最安値

の見積者にヒアリングを実施する等、実勢価格を勘案して単価及び価格を決定する。
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９ 改修工事の取り扱い 

（１）～（２）  （略） 

（３）改修工事の積算に用いる単価の適用 

全館無人改修の場合は基準単価とし、執務並行改修の場合においては表A－２、 

表E－２及び表M－２により、基準単価又は基準補正単価とすることを標準とする。

なお、基準単価及び基準補正単価は次による。 

イ．基準単価 

単価基準の第２編、第３編、第４編及び本資料に定められた標準歩掛りによる

複合単価並びに市場単価及び補正市場単価のほか、参考歩掛り等による複合単 

価。また、市場単価及び補正市場単価においては、６ 市場単価等の補正の表 

Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１による新営補正率を標準として算定する。 

ロ．基準補正単価 

（イ）建築工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の１５％増

しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、６ 市場単価 

等の補正の表A－１による改修補正率を標準として算定する。 

（ロ）電気設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の２ 

０％増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、６ 市 

場単価等の補正の表E－１による改修補正率を標準として算定する。 

（ハ）機械設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の２ 

０％増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、６ 市 

場単価等の補正の表M－１による改修補正率を標準として算定する。 

（二）著しく作業効率が悪い場合においては実状を考慮し労務費等を補正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 改修工事の取り扱い 

（１）～（２）  （略） 

（３）改修工事の積算に用いる単価の適用 

全館無人改修の場合は基準単価とし、執務並行改修の場合においては表A－２、 

表E－２及び表M－２により、基準単価及び基準補正単価とすることを標準とする。

なお、基準単価及び基準補正単価は次による。 

イ．基準単価 

単価基準の第２編、第３編、第４編及び本資料に定められた標準歩掛りによる

複合単価並びに市場単価及び補正市場単価のほか、参考歩掛り等による複合単 

価。 

 

ロ．基準補正単価 

（イ）建築工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の１５％増

しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、６ 市場単価 

の補正の表A－１による補正率を標準として算定する。 

（ロ）電気設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の２ 

０％増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、６ 市 

場単価の補正の表E－１による補正率を標準として算定する。 

（ハ）機械設備工事については、標準歩掛りによる複合単価は労務の所要量の２ 

０％増しを標準とする。また、市場単価及び補正市場単価においては、６ 市 

場単価の補正の表M－１による補正率を標準として算定する。 

（二）著しく作業効率が悪い場合においては実状を考慮し労務費等を補正する。 
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表Ａ－２  （略） 

表Ｅ－２  （略） 

表Ａ－２  （略） 

表Ｅ－２  （略） 

表Ｍ－２ 執務並行改修の場合の単価適用区分 

 

表Ｍ－２ 執務並行改修の場合の単価適用区分 
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   （４）  （略）    （４）  （略） 

１０ 工事量が僅少等の取り扱い 

    工事量が僅少の場合、施工場所が点在する場合、工程上連続作業が困難な場合等

の単価及び価格は、施工に最低限必要な単位の材料、労務、機械器具等の費用を実

状に応じて算定する。 

１０ 工事量が僅少等の取り扱い 

    工事量が僅少の場合、施工場所が点在する場合、工程上連続作業が困難な場合等

の単価及び価格は、施工に最低限必要な単位の材料、労務及び機械器具等の費用を

実状に応じて算定する。 

１１ ～ １３  （略） １１ ～ １３  （略） 

※ 「第２章 建築工事」から「第５章 昇降機設備工事」並びに「附表補正市場単 

価算出方法」は、公共建築工事積算基準等資料（平成３１年版）（国土交通省大臣官房 

官庁営繕部計画課)の「第３編 単価、価格等」の「第２章 建築工事」から「第５章  

昇降機設備工事」並びに「附表 補正市場単価算出方法」を適用する。 

 

※ 「第２章 建築工事」から「第５章 昇降機設備工事」並びに「附表 補正市場単 

価算出方法」は、公共建築工事積算基準等資料（平成３０年版）（国土交通省大臣官房 

官庁営繕部計画課)の「第３編 単価、価格等」の「第２章 建築工事」から「第５章  

昇降機設備工事」並びに「附表 補正市場単価算出方法」を適用する。 

 

  

 


